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登録美術品登録基準（告示）及び施行規則改正のイメージ 

 
○ 登録美術品登録基準（平成 10 年文部省告示第 158 号） 

法第３条第１項の登録を受けることができる美術品の基準を定めるもの 

① 登録の基準（第２条第２項）について、「当該美術品の制作者が生存中でないもの」の

条件を削除 
② 登録美術品の種類（絵画、彫刻、工芸品、文字資料、考古資料、歴史資料、複合資料）

について、これらに該当しないものを包括する新たな項目を追加 
③ 当該美術品の制作者が生存中であるものについては、以下の条件を追加 

ａ 制作後、原則として 10 年を経過したもの 

ｂ 文化庁長官が定める美術館（※）が主催する展覧会において複数回公開されたこ

とがあるもの 

 

※ 文化庁長官が定める美術館 
省令・告示ではないかたちで以下の要件について記載する。 
・ 当該種別の作品を専門とする専任の学芸員が配置されていること 
・ 当該種別のコレクションを保存・公開していること 
・ 保存・公開にかかる施設について、環境制御（温湿度・照明）、防火防犯の設備

が整っていること。 
 

 また、下記についても留意して審査を行う。（法令上の位置づけについては要検討） 

・当該美術品の制作者が生存中である場合、登録美術品公開契約の契約予定美術館は、

安定的な保存・公開を実現するため、一定の基準を満たした館であること。 
 

【今回の改正で登録の対象とする美術品の範囲】 

資料３ 

登録美術品調査研究協力者会議 

Ｒ2.10.7 

 



2 
 

美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則（平成 10 年文部省令第 43 号） 

法第３条第４項、第７条及び第８条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、法律

の施行に当たっての手続きや様式等について定めるもの。 

① 登録申請書（第１条第１項、様式第１号）について、以下の事項を追加 
ａ 美術品を公開することについての誓約 

ｂ 美術品の公開実績（公開美術館・公開期間） 

ｃ 制作者に関する情報 

ｄ 当該美術品に関する学術的文献や研究資料 

ｅ 制作者が生存しているか否か 

 
② 登録取消申請書（第６条第２項、様式第５号）について、以下の事項を追加 

ａ 美術品の公開実績（公開美術館・公開期間） 

 
以上 
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登録美術品登録基準（平成十年文部省告示第百五十八号） 
 

（趣旨） 

第一条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年法律第九十九号。以下「法」

という。）第三条第一項の登録を受けることができる美術品の基準は、この基準の定めるところ

による。 

（登録の基準） 

第二条 法第三条第二項第一号に該当する美術品は、次項に定める各号のいずれか一の種類に該当

するものとする。 

２ 法第三条第二項第二号に該当する美術品は、世界文化の見地から貴重なものであり、かつ、当

該美術品の制作者が生存中でないものであって、次の各号のいずれか一の種類のうち、当該各号

の種類ごとに定められた基準に該当するものとする。 

 一 絵画 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 制作が優秀なもの 

  ロ 絵画史上特に意義があるもの 

 二 彫刻 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 制作が優秀なもの 

  ロ 彫刻史上特に意義があるもの 

 三 工芸品 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 制作が優秀なもの 

  ロ 工芸史上特に意義があるもの 

 四 文字資料 次のいずれかに該当するものであること。 

  イ 制作が優秀なもの 

  ロ 文化史上特に意義があるもの 

 五 考古資料 出土品であって、学術上特に意義があるもの 

 六 歴史資料 歴史上の重要な事象又は人物に関する遺品であって、学術上特に意義があるもの 

 七 複合資料 異なる種類の美術品が系統的又は統一的にまとまって存在することにより、特に

意義があるもの 

 

附則 

 この基準は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から実施する。 
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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則（平成十年文部省令第四十三号） 

最終改正：平成一七年三月三日文部科学省令第二号 

 

 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 （平成十年法律第九十九号）第三条第四項 、

第七条 及び第八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、美術品の美術館における公開の

促進に関する法律施行規則を次のように定める。 

（登録の申請）  

第一条 美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促進に関する法律 （平成十年法律第

九十九号。以下「法」という。）第三条第一項の登録を受けようとするもの（以下この条及び第

四条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提

出しなければならない。  

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

二 美術品の名称、員数及び種類  

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴  

四 美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要  

五 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期  

六 美術品が文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条により重要文化財

（国宝を含む。以下同じ。）に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定書の記

号番号  

七 美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値  

八 美術品の権利関係  

九 申請時における美術品の所在の場所  

十 美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの美術館（第三項において「契約予定

美術館」という。）の設置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地  

十一 美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有者の氏名又は名称の開示又は不開示

の意思表示  

十二 その他参考となるべき事項  

２ 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。  

３ 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。  

一 申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民票の写し  

二 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書  

三 申請者の印鑑証明書  

四 美術品の現状を示す明瞭な写真  

五 美術品が文化財保護法第二十七条の規定により重要文化財に指定されたものである場合は、

当該美術品に係る同法第二十八条第三項の指定書の写し  

六 美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る登録美術品公開契約を申請者と直ち

に締結する旨の契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類  
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４ 第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八

十一号）第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報（同法第七条第八号の二に規定する個

人番号を除く。第五条第四項において「本人確認情報」という。）の提供を受けて文化庁長官が

申請者の氏名及び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる住民票の写しを添付

することを要しない。   

５ 文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求め

ることができる。  

（意見の聴取）  

第二条 文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合において、法第三条第二項の規定により当

該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高

い識見を有する者の意見を聴かなければならない。 

（美術品の登録）  

第三条 第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記

載してするものとする。  

一 登録年月日及び登録番号  

二 美術品の名称、員数及び種類  

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴  

四 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期  

五 所有者の氏名又は名称及び住所  

六 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称  

七 その他参考となるべき事項  

（登録等の通知）  

第四条 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別

記様式第二号の登録通知書により通知するものとする。  

２ 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、

別記様式第三号の不登録通知書により通知するものとする。  

（承継の届出）  

第五条 法第五条第一項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者（以下この条におい

て「承継人」という。）は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承

継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。  

一 登録美術品の名称、員数及び種類  

二 登録年月日及び登録番号  

三 届出時における登録美術品の所在の場所  

四 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名  

五 被承継人の氏名又は名称及び住所  

六 承継人と被承継人との関係  

七 承継の発生の年月日  

八 承継の発生事由  
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九 登録美術品の権利関係  

十 その他参考となるべき事項  

２ 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によるものとする。  

３ 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

一 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し  

二 承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し  

三 承継人が法人である場合においては、登記事項証明書  

四 承継人の印鑑証明書  

五 その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を証明することができる書類  

４ 第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規

定により本人確認情報の提供を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認することができ

るときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。  

５ 文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求め

ることができる。  

（登録の取消し）  

第六条 文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号 に該当することにより登録の取消し

をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かな

ければならない。ただし、文化財保護法第二十九条の規定による重要文化財の指定の解除によ

り、登録美術品が法第三条第二項第一号 に該当しなくなったと認められるときは、この限りで

ない。  

２ 登録美術品の所有者は、法第六条第一項の規定により当該登録美術品の登録の取消しの申請を

しようとするときは、別記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

３ 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録美術品の登録通知書を添付するもの

とする。  

４ 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該取消しに係る登

録美術品の登録通知書を文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第二項の申請

に基づくときは、この限りでない。  

（登録の取消しの通知）  

第七条 文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係

る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通知書により

通知するものとする。  

（登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告）  

第八条 登録美術品の所有者は、登録美術品（法第三条第二項第一号に該当するものを除く。）を

契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき

損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第七条の規定により、遅滞なく、次

に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。  

一 登録美術品の名称、員数及び種類  
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二 登録年月日及び登録番号  

三 所有者の氏名又は名称及び住所  

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称  

五 滅失、き損、亡失又は盗難（以下「滅失等」という。）の事実の生じた日時及び場     

 所 

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況  

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度  

八 滅失等の事実を知った日  

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項  

２ 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第七号によるものとする。  

３ 第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。  

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真  

二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類  

（登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告）  

第九条 登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、法

第七条の規定により、遅滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

２ 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。  

（登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告）  

第十条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第八条第一項の規定によ

り、遅滞なく、別記様式第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。  

（登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十一条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若し

くは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、法第八

条第一項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。  

一 登録美術品の名称、員数及び種類  

二 登録年月日及び登録番号  

三 所有者の氏名又は名称及び住所  

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称  

五 滅失等の事実の生じた日時及び場所  

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況  

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度  

八 滅失等の事実を知った日  

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項  

２ 前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第十号によるものとする。  

３ 第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。  

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真  
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二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類  

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十二条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、法第八条第一項

の規定により、遅滞なく、別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

２ 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付

するものとする。  

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十三条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、法第八条第一項の規定

により、遅滞なく、別記様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出）  

第十四条 契約美術館の設置者は、法第八条第二項前段の規定により、当該美術館の毎事業年度開

始前に（登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契

約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に

提出しなければならない。  

２ 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十三号によるものとする。  

３ 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更したときは、法第八条第二項後段の

規定により、別記様式第十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十五条 契約美術館の設置者は、法第八条第三項の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後

三月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

２ 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。  

（登録美術品の価格の評価）  

第十六条 文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈

与を含む。以下この項において同じ。）があった場合において、当該相 続又は遺贈により当該

登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことが

できる。  

２ 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとす

る。  

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものと

する。  

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書

類の提出を求めることができる。  

（価格の評価の結果の通知）  
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第十七条 文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格

の評価の結果を、別記様式第十七号の評価価格通知書により通知するものとする。  

 

 

   附 則  

 この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行する。  

 

   附 則 （平成一五年三月二八日文部科学省令第一〇号）  

この省令は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （平成一七年三月三日文部科学省令第二号）  

 この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。  
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別記 

様式第１号（第１条関係）（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。） 

 ※申請受付番号  

 ※受 付 年 月 日              

 ※登 録 番 号              

 

登 録 申 請 書 

 

 下記の美術品について，美術品の美術館における公開の促進に関する法律第３条第１項の登録を申請します。 

なお，申請に係る美術品が登録された場合においては，当該登録に係る通知を受けた日から３月以内に，当

該登録美術品について契約予定美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し，かつ，右設置者に当該

登録美術品を引き渡すことを誓約いたします。 

 

    年  月  日 

 

文化庁長官 殿 

 

                 申 請 者   氏    名                   

                                                (法人にあっては名称及び代表者の氏名)             

                                       

                         住    所 〒                 

 

 

 

                        電 話 番 号             （    ）    －       

 

                        ﾌ ｧ ｸｼ ﾐﾘ番号             （    ）    －       

 

記 

 

美 術 品 の 名 称           

員 数           種 類         

寸法、重量、材質          

その他の特徴 

 

 

付 属 物 の 概 要           

制 作 者 の 氏 名           

生 年 及 び 死 亡 年               年 ～   年 制作時期        年（～     年） 

印 



11 
 

重要文化財の指定          有・無 指定年月日    年  月  日 記号番号  

由来及び歴史上，芸 

術上又は学術上の価 

値 

 

 

 

美術品の権利関係           

美術品の所在の場所  

契 約 予 定 美 術 館          （設置者） （名称） 

 （所在地） 

所在者の氏名又は名 

称の開示又は不開示 

 

開   示 ・ 不 開 示 

その他参考となるべ 

き事項 

 

［添付書類及び資料］ 

１．申請者が個人である場合においては，戸籍抄本及び住民票の写し 

２．申請者が法人である場合においては，登記簿の謄本 

３．申請者の印鑑証明書 

４．美術品の現状を示す明瞭な写真 

５．美術品が文化財保護法第２７条の規定により重要文化財に指定されたものである場合は，当該美術品に係

る同法第２８条第３項の指定書の写し 

６．美術品が登録を受けた場合において，当該美術品に係る登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨

の契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類 

 

［備考］ 

１．申請者は※の欄には記入しないこと。 

２．「種類」の欄には，次の７つのものの中から，いずれか一つを選択して記入すること。 

 ①絵画 ②彫刻 ③工芸品 ④文字資料 ⑤考古資料 ⑥歴史資料 ⑦複合資料（異なる種類の美術品が系

統的又は統一的にまとまって存在するもの。） 

３．「由来及び歴史上，芸術上又は学術上の価値」の欄には，当該美術品が制作後から所有者の所有となるま

で，どのような経緯を経てきたのか，及び当該美術品がどのような観点から特に優れた価値を有するかにつ

いて記入すること。(記入に際しては，契約予定美術館の助力を得ることが望ましい。) 

４．「重要文化財の指定」及び「所有者の氏名又は名称の開示又は不開示」の欄は，該当するものを○でかこ

むこと。国宝に指定されたものである場合には，当該指定年月日及び指定書の記号番号を記入すること。 

５．「美術品の権利関係」には，当該美術品の共有関係，美術品に係る裁判の有無等を記入すること。 

６．「附属物」とは，額縁，台座又は保管用の箱等をいい，「附属物の概要」とは，これらの寸法，重量，形

状又は材質のうち，当該美術品の種類に応じて，特徴となるべきものをいうこと。 

７．申請に係る美術品が従前において登録美術品であった場合は，「その他参考となるべき事項」の欄にその
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旨を記入すること。 

様式第５号（第６条関係）（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。） 

 

登 録 取 消 申 請 書 

 

 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第６条第１項の規定により，下記の登録美術品について登

録の取消しを申請します。 

 

 

    年  月  日 

 

 文化庁長官 殿 

 

                 申 請 者   氏    名                      

                                （所 有 者）  (法人にあっては名称及び代表者の氏名) 

 

                                       

                         住    所 〒                 

 

 

 

                        電 話 番 号             （    ）    －       

 

                        ﾌ ｧ ｸｼ ﾐﾘ番号             （    ）    －       

 

記 

 

登録美術品の名称                   

員 数                   種  類  

登 録 年 月 日                      年  月  日 登録番号 第              号 

契 約 美 術 館                  （設置者） （名称） 

 （所在地） 

申 請 事 由                   

 

［添付書類］ 

 当該取消しに係る登録美術品の登録通知書  

印 
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美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年法律第九十九号） 

最終改正：平成一二年五月三一日法律第九一号 

 

（目的）  

第一条 この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進

することによって、国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与するこ

とを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。  

二 美術館 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条第一項に規定する博物館又は

同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、美術品の公

開及び保管を行うものをいう。  

三 登録美術品 次条第一項の登録を受けた美術品をいう。  

四 登録美術品公開契約 登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡す

ことを約し、美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約で

あって、次の要件を満たすものをいう。 

イ 五年以上の期間にわたって有効であること。 

ロ 当事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。 

五 公開 公衆の観覧に供することをいう。  

（美術品の登録）  

第三条 美術品の所有者は、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる。  

２ 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る美術品が次の各号の

いずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結され

る見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。  

一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条第一項の規定により重要文化財

に指定されたものであること。  

二 前号に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を

有するものであること。  

３ 文化庁長官は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなけ

ればならない。  

４ 前三項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、文部科学省令で定

める。  

（契約美術館の設置者の義務）  

第四条 登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者（以下「契約美術館の設置者」という。）

は、登録美術品を積極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保管を行わなければ

ならない。  

（承継）  
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第五条 登録美術品の所有者について相続、合併又は分割（登録美術品を承継させるものに限

る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分

割により登録美術品を承継した法人は、その登録美術品の所有者の地位を承継する。  

２ 前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を文化庁長官

に届け出なければならない。  

（登録の取消し）  

第六条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき又は登録美術品の所有者から第三条第

一項の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければな

らない。  

一 登録美術品が第三条第二項各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。  

二 登録美術品の所有者が、第三条第三項の規定による通知を受けた日から三月以内に、当該登

録美術品について美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結せず、又は当該登録美術

品に係る契約美術館の設置者に当該登録美術品を引き渡さないとき。  

三 登録美術品が美術館において公開されていないと認められるとき。  

四 登録美術品公開契約が終了したとき（その終了に際し、登録美術品の所有者が、当該登録美

術品について、美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し、かつ、当該登録美術品

を当該美術館の設置者に引き渡したときを除く。）。  

五 登録美術品の所有者が不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。  

２ 文化庁長官は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を登録美術品の

所有者及び契約美術館の設置者に通知しなければならない。  

（登録美術品の所有者の報告）  

第七条 登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めると

ころにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。  

一 登録美術品（第三条第二項第一号に該当するものを除く。）を契約美術館の設置者に引き渡

す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、

若しくは盗み取られたとき。  

二 登録美術品公開契約を締結したとき。  

（契約美術館の設置者の報告等）  

第八条 契約美術館の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めると

ころにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。  

一 登録美術品の引渡しを受けたとき。  

二 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくは

き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。  

三 登録美術品公開契約の内容を変更したとき。  

四 登録美術品公開契約が終了したとき。  

２ 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び

保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とす

る。  
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３ 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び

保管の状況を文化庁長官に報告しなければならない。  

（美術館の設置者のあっせん）  

第九条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録

美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。  

（情報の提供等）  

第十条 文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に

関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（登録美術品の公開等に関する指導等）  

第十一条 文化庁長官は、契約美術館の設置者に対し、登録美術品の公開又は保管に関し必要な指

導又は助言を行うことができる。  

（国が所有権を取得した登録美術品の公開）  

第十二条 国は、登録美術品の所有権を取得したときは、当該美術品を美術館において積極的に公

開するよう努めるものとする。  

（文化財保護法の特例）  

第十三条 第八条第二項の規定により届け出た公開及び保管の計画（同項後段の規定による変更の

届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。）に従って契約美術館の設置者が

行う登録美術品（第三条第二項第一号に該当するものに限る。次項において同じ。）の公開に関

する文化財保護法 の規定の適用については、当該計画又はその変更の届出があったことをもっ

て、同法第五十三条第一項本文の許可があったものとみなす。この場合において、同条第三項 

中「第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に」とあるのは「契約美

術館の設置者（美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年法律第九十九号）第

四条に規定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ。）が同法第八条第二項の規定に

よる登録美術品の公開及び保管の計画の届出 （同項後段の規定による計画の変更の届出を含

む。）をした場合において、当該届出に」と、同条第四項中「第一項の許可を受けた者が前項の

許可の条件に」と あるのは「契約美術館の設置者が前項の指示に」と、「許可に係る公開の停

止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」とす る。  

２ 契約美術館が文化財保護法第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設である場合にお

いて、第八条第二項の規定により届け出た公開及び保管の計画に従って当該契約美術館の設置者

が当該契約美術館において行う登録美術品の公開については、同法第五十三条第二項の規定は適

用しない。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（検討） 
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２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況、美術品を取

り巻く状況の変化等を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

 

   附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。  

 

   附 則 （平成一二年五月三一日法律第九一号）  

（施行期日） 

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行す

る。  

（経過措置） 

２ この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三

号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条 のうち農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の

改正規定中「第二十七条」とあるの は、「第二十六条」とする。  

 

 
 


